
　児童福祉法第34条の15第4項の規定により、区が以下の事業を認可するにあたり、意見を聴取する。

0歳児 1歳児 2歳児 0歳 1歳 2歳 月 火 水 木 金 土

共生保育園 橋場1-10-11 宗教法人玉蓮院 11人 19人 19人
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

9:00～
11:30
13:30～
16:00

有

康保会乳児保育所 日本堤2-7-1
社会福祉法人康保
会

40人 40人 42人
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
9:00～
17:00

有

アスクくらまえ
保育園

蔵前4-16-10
株式会社日本保育
サービス

9人 15人 15人
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
9:00～
18:00

有

アスクりゅうほく
保育園

浅草橋1-26-8
株式会社日本保育
サービス

6人 9人 10人
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
9:00～
18:00

有

スターキッズ保育園
（分園）

上野桜木1-4-6 株式会社スターズ 6人 8人 8人
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
9:00～
11:00

無

ソラスト竜泉保育園 竜泉3-13-4
株式会社ソラス
ト・キッズ・ネク
スト

8人 8人 9人
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
9:00～
17:00

有

はぐはぐキッズ
こども園東上野

東上野2-13-12
はぐはぐキッズ
株式会社

6人 9人 11人
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
9:00～
17:00

有

忍岡こども園 池之端2-1-22
社会福祉法人
東京児童協会

5人 10人 10人
6ヶ月
～

○ ○ - ○ ○ ○ - -
9:00～
17:00

有

※1併設施設等の利用児童数が利用定員に満たない場合に、利用定員数から利用児童数を除いた数（空き枠）以下の数の乳幼児を対象として受け入れを行う。

※2実施曜日・実施時間の範囲内において、各事業所の実情により利用可能枠や利用方法（定期利用・柔軟利用）を設定するものとする。

令和８年
４月

認可
保育所

認定
こども園

（保育所型）

余裕活用型
乳児等通園
支援事業

実施年齢 給食
提供
の有無

実施時間

実施曜日
（祝日、年末年始除く）

審議資料１

児童福祉法に基づく認可予定事業について

名称 所在地 設置者

併設施設等

利用定員
類型

認可
（開始）
予定年月

事業区分
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0歳児 1歳児 2歳児 0歳 1歳 2歳 月 火 水 木 金 土

実施年齢 給食
提供
の有無

実施時間

実施曜日
（祝日、年末年始除く）

審議資料１

児童福祉法に基づく認可予定事業について

名称 所在地 設置者

併設施設等

利用定員
類型

認可
（開始）
予定年月

事業区分

ウィズブック保育園
入谷

松が谷4-1-3
株式会社アイ・エ
ス・シー

- - 7人 - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7:30～
18:00

無

はぐはぐキッズ
浅草橋アネックス

浅草橋2-6-4
はぐはぐキッズ株
式会社

3人 6人 6人
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
9:00～
17:00

有

ふたみ家庭保育室 元浅草3-10-5 二見　郁子
6ヶ月
～

○ ○ - ○ ○ ○ ○ -
9:30～
16:30

有

ＫＡＹＯこども室 鳥越1-20-7 尾崎　佳代子
8ヶ月
～

○ ○ ○ ○ - - ○ -
9:30～
14:30

有

つぼみ保育室 台東1-5-25 伏見　佐知子
6ヶ月
～

○ ○ - ○ - - ○ -
9:30～
15:30

有

家庭的保育室
ふわふわ

千束3-17-5 澤登　阿子
6ヶ月
～

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
9:30～
16:30

有

※1併設施設等の利用児童数が利用定員に満たない場合に、利用定員数から利用児童数を除いた数（空き枠）以下の数の乳幼児を対象として受け入れを行う。

※2実施曜日・実施時間の範囲内において、各事業所の実情により利用可能枠や利用方法（定期利用・柔軟利用）を設定するものとする。

令和８年
４月

5人

5人

5人

5人

小規模
保育事業
（A型）

家庭的
保育事業

余裕活用型
乳児等通園
支援事業
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